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事務局 只今より第３７３回常任会議員会議を開会いたします。

会則第４１条の２の３項により、定足数については会則第３３条の規定を準用

することとなっています。

会議員の総数１８名中、只今の出席者１５名で過半数に達していますので、常

任会議員会議は成立していることを報告いたします。

続きまして、馬郡会長よりご挨拶をお願いします。

馬郡会長 ＴＰＰ交渉の参加について、日本経団連等の経営者組織が野田首相に早期参加

を要請しているとのことです。

農業団体としては、ＴＰＰ交渉の参加に断固反対であり、今後の政府の動向に

注目する必要があります。

事務局 ありがとうございます。

また、本日は新しく農業会議副会長に就任されました舩津副会長が初めてお見

えになられましたので、ご挨拶をお願いします。

（あいさつ）舩 津 副 会 長

事務局 ありがとうございます。

それでは議事に進みますが、農業会議会則第４１条の２の第３項の規定に基づ

き、議長を馬郡会長にお願いします。

、 。 、 、議 長 それでは 只今から議事に入ります 議事録署名者として ○○の○○会議員

○○の○○会議員にお願いします。

農地法第４条及び第５条の規定による諮問について一括上程します。諮問の内

容について県農山漁村課及び佐賀市農業委員会よりご説明をお願いします。

（転用用途別件数並びに転用田畑面積について、９月分の農地法諮問調書集計県 農 山 漁 村 課

表により説明 ）。

引き続き、農地法第４条及び第５条関係の規程による諮問案件について説明い

たします。

今月は、農地法第４条関係１５件、うち２，０００㎡以上が１件、農地法第５

条関係２８件、うち２，０００㎡以上が２件、合計４３件でございます。

最初に、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○申請の植林への転用に

ついては、諮問調書の１ページのとおりであります。申請地は農業公共投資の対



象となっていない小集団の生産性が低い第２種農地であり、周辺の他の土地では

事業の目的が達成できないため、許可相当と判断しております。

諮問調書の２ページ以降につきましては、担当より説明いたします。

農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の宅老所及びデイサービス

施設への転用については、諮問調書の２～３ページのとおりであります。申請地

は農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性が低い第２種農地であり、

周辺の他の土地では事業の目的が達成できないため、許可相当と判断しておりま

す。

農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の資材置き場への転用につ

いては、４～５ページのとおりであります。申請地は農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産性が低い第２種農地であり、周辺の他の土地では事業の目

的が達成できないため、許可相当と判断しております。

、 ， 。 ，諮問調書の６～８ページに ２ ０００㎡未満の案件を掲載しております ２

０００㎡以上の案件と合わせて、ご審議のほど、よろしくお願いします。

今月の佐賀市の諮問案件は、農地法第４条関係２件、うち２，０００㎡以上は佐賀市農業委員会

、 、 ， 。１件 農地法第５条関係４件 うち２ ０００㎡以上の案件は２件でございます

農地法第４条関係、○○申請の植林への転用については、諮問調書の１０～１

１ページのとおりであります。申請地は農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性が低い第２種農地であり、周辺の他の土地では事業の目的が達成でき

ないため、許可相当と判断しております。

農地法第５条関係、○○申請の有料老人ホームへの転用については、諮問調書

の１２～１３ページのとおりであります。申請地は農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産性が低い第２種農地であり、周辺の他の土地では事業の目的

が達成できないため、許可相当と判断しております。

農地法第５条関係、○○申請の建売分譲住宅への転用については、１４～１５

ページのとおりであります。申請地は概ね１０ヘクタール以上の広がりがある第

１種農地ですが、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであるため、

許可相当と判断しております。



、 ， 。諮問調書の１６～１７ページに ２ ０００㎡未満の案件を掲載しております

ご審議のほど、よろしくお願いします。

議 長 ２，０００㎡以上の案件について、一件ずつ審議を行いたいと思います。

最初に、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○申請の植林への転用に

ついて、意見・質問等ないでしょうか。

（意見・質問等なし）会 議 員 一 同

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○申請の植林への転用

については、異議ないものと認め、諮問のとおり許可を相当として許可権限者に

答申いたします。

続いて、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の宅老所及びデイ

サービス施設への転用について、意見・質問等ないでしょうか。

、 、○ ○ 会 議 員 このことについて 賃借料が１０アール当たり年間２０千円ということですが

固定資産税の分も含んでいるのでしょうか。

おそらく、そうだと思います。県 農 山 漁 村 課

固定資産税は、土地の所有者が払うかと思いますが、いかがでしょうか。○ ○ 会 議 員

固定資産税は、１月１日時点における固定資産の所有者に支払の義務がありま県 農 山 漁 村 課

す。したがって、農地を貸し付けた所有者が固定資産税を支払います。

ならば、反当たり年間２万円では、貸付人の方々は固定資産税の支払いが厳し○ ○ 会 議 員

いのではと心配しています。反当たり年１０万円とか１００万円ならわかります

が、２万円ではすまないと思います。桁が違うのではないでしょうか。２０万円

ではないでしょうか。

地元である○○会議員から説明していただけないでしょうか。○ ○ 会 議 員

申請地は岩盤の状態で、耕作できるような状態ではありません。年間の賃借料○ ○ 会 議 員

が２万円で、田でもそれくらいだったとのことです。



この件については、地元の農業委員が現場のことをわかった上で挙げて、許可○ ○ 会 議 員

相当と判断したのだと思います。

貸付人・借受人双方が、この金額で了承しているんですよね。○ ○ 会 議 員

はい。了承していると聞いています。○ ○ 会 議 員

事務局 県の方で、賃借料について確認はされたのでしょうか。

こちらも賃借料について○○農業委員会に確認したところ、一般的な価格より県 農 山 漁 村 課

安いが、この金額で間違いないとのことです。

やっぱり、固定資産税の支払いが厳しいのではと思います。農地のままならな○ ○ 会 議 員

らまだしも、宅地化したら結構税金が掛かると思います。例えば固定資産税が３

万円とか５万円とかだったら、賃借料は７万円ぐらい掛かるのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。

これは、現状のままで評価しているのだと思います。○ ○ 会 議 員

議 長 貸付人は６人いますが、１人当たりの面積はどれくらいでしょうか。

１人当たり、約３５０㎡です。県 農 山 漁 村 課

議 長 賃借料について、貸付人・借受人双方了承したとのことですが、皆さんいかが

でしょうか。

転用許可の基準は、転用目的が適正か否かなどであって、賃借料や税金までと○ ○ 会 議 員

やかくいうことではないと思います。

議 長 他に意見等ないでしょうか。

（意見・質問等なし）会 議 員 一 同

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の宅老所及びデ

イサービス施設への転用については、異議ないものと認め、諮問のとおり許可を



相当としてきょかけんに答申いたします。

続いて、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の資材置き場への

転用について、意見・質問等ないでしょうか。

アスファルト再生材の置き場ということですが、油の流出等の問題はないでし○ ○ 会 議 員

ょうか。

このことについては、既に隣接地に処理施設をもうけており、油が流れないよ県 農 山 漁 村 課

うにしているとのことです。

議 長 他に意見等ないでしょうか。

（意見・質問等なし）会 議 員 一 同

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の資材置き場へ

の転用については、異議ないものと認め、諮問のとおり許可を相当として許可権

限者に答申いたします。

続きまして、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○申請の植林への転

用について、意見・質問等ないでしょうか。

（意見・質問等なし）会 議 員 一 同

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○申請の植林への転用

について、異議ないものと認め、諮問のとおり許可を相当として許可権限者に答

申いたします。

次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の有料老人ホームへ

の転用について、意見・質問等ないでしょうか。

申請人の○○は県内４カ所で介護施設を運営しているとのことですが、その４○ ○ 会 議 員

カ所はどこでしょうか。

このことについては、○○と○○に１カ所ずつと、○○に２カ所施設を運営し佐賀市農業委員会

ています。



議 長 他に意見等ないでしょうか。

（意見・質問等なし）会 議 員 一 同

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の有料老人ホー

ムへの転用について、異議ないものと認め、諮問のとおり許可を相当として許可

権限者に答申いたします。

次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の建売分譲住宅への

転用について、意見･質問等ないでしょうか。

この案件と関連して質問したいことがありますけど、よろしいでしょうか。○ ○ 会 議 員

第１種農地での転用は原則不許可となっていますが、例外で許可できる場合が

あります。

今回の転用目的は建売分譲住宅への転用ということですが、アパートの場合は

いかがでしょうか。

というのは、各市町において町づくりの立案をしているかと思いますが、その

中で問題なのが人口の減少であります。

人口を増やすためには、アパートを建設し、地域で環境保全を図りながら、住

んでいる人たちが「この町に住居を建ててもいい 」といえる雰囲気作りが必要。

だと思います。

自治体は農業だけで保たれるわけではなく、工業や商業も必要であり、地域を

振興する中で転用もやむを得ないということがあります。

市町の振興計画でアパートを建てる場合、転用に当たってどういった受け止め

方をされるのだろうと思っています。

農地法上、第１種農地は優良農地という位置づけであり、原則不許可でありま県 農 山 漁 村 課

す。

都市計画の中で、例えば用土を買うとか、そういった形で計画を盛り込めば、

第１種農地が第３種農地になるので、そうなると計画に基づいた町づくりは可能

になるかと思いますが、それなしに町の基本計画に載せてるのでできるであろう

となると、違うかと思います。

ですので、あくまで農地法、農振法の枠組みの中で考えることになろうかと思

います。

第１種農地はあくまでも優良農地であり、許可基準に照らし合わせて転用でき



るかを判断することになります。

申請地は、市街化調整区域でしょうか。○ ○ 会 議 員

はい。申請地は市街化調整区域で、１０ヘクタール以上の規模の一段の農地の佐賀市農業委員会

区域内にある第１種農地であります。

今回の許可基準については、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において

居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものと

いうことで、代替性の有無や事業規模等も考慮のうえ、許可相当と判断しており

ます。

申請地の東側にある「平成２１年１月２８日転用許可済み」とある土地につい○ ○ 会 議 員

ては、転用が終わっているのでしょうか。

はい。こちらは今回の申請人であるこがホームとは別の企業が条件付分譲住宅佐賀市農業委員会

への転用ということで許可を取られ、既に建築済みであります。

申請地への進入はどうなるのでしょうか。○ ○ 会 議 員

このことについては、先ほど説明した平成２１年１月２８日転用許可済みの条佐賀市農業委員会

件付分譲住宅の南側に整備した開発道路を通って申請地に入ることとなっていま

す。

○○地区で大規模開発が準備され、農振除外まで行われたんですが、その後開○ ○ 会 議 員

発が頓挫しております。申請人であるこがホームはこの件と関係あるのでしょう

か。

○○の件だと思いますが、それについては、○○ではなく○○が関わっていま県 農 山 漁 村 課

す。

周囲の状況で、西と北に公道と書いてあるが、どういうことでしょうか。○ ○ 会 議 員

このことについては、西側については、位置図で示している申請地の左上にあ佐賀市農業委員会

る水路に沿って里道があり、公道はこの里道を指しています。北側についても同

様に里道があり、このことを指しています。



道幅はどれくらいでしょうか。○ ○ 会 議 員

幅は、２メートル弱であります。佐賀市農業委員会

里道は、公道と言えるのでしょうか。○ ○ 会 議 員

里道については、市町によっては市道・町道に認定されているのもあるかと思県 農 山 漁 村 課

いますが、基本的には公道とは表現しないと思います。ですので、今後誤解が無

いようされたほうがいいかと思います。

今回の指摘を踏まえ、里道については「公道」とせず「里道」として、示すこ佐賀市農業委員会

ととします。

議 長 他に意見等ないでしょうか。

（意見･質問等なし ）会 議 員 一 同 。

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○申請の建売分譲住宅

への転用について、異議ないものと認め、諮問のとおり許可を相当として許可権

限者に答申いたします。

最後に、２，０００㎡未満の案件については、一括してご意見をお伺いいたし

ます。

ご意見・ご質問等ないでしょうか。

（異議なし）会 議 員 一 同

議 長 ２，０００㎡未満の案件につきましては、別段ご意見等もないようでございま

すので、先ほどご決定いただきました２，０００㎡以上の案件と合わせ、本日諮

問された農地法第４条関係１５件及び第５条関係２８件、合わせて４３件につい

て諮問のとおり許可を相当として知事へ、同じく農地法第４条関係２件、第５条

関係４件について諮問のとおり許可を相当として佐賀市農業委員会会長に、それ

ぞれ諮問のとおり許可を相当として答申いたします。

以上をもって、議事を終了いたします。

事務局 ありがとうございました。



続きまして、報告事項等としまして 「第２１回農業委員統一選挙後における、

農業委員会の体制等 「軽油取引税の課税免除措置の存続を求める意見書 「第」 」

２回農の雇用事業の募集 「農地法第３条の一部改正 「耕作放棄地全体調査要」 」

領改正のポイント 「平成２３年度全国農業新聞の普及推進」以上６点について」

説明いたします。

（ 第２１回農業委員統一選挙後における農業委員会の体制等」について、資「

料４－１及び４－２にて、全国及び本県の農業委員数、女性農業委員数、認定農

業者農業委員数、統一選挙の実施状況等について説明 ）。

（ 第２回農の雇用事業の募集」について、資料５にてこれまでの実施状況、「

事業内容等について説明 ）。

（ 軽油免税の課税免除措置の存続を求める意見書」について、資料３にて９「

月２日付けで鹿野農水大臣あてに提出したことを説明 ）。

（ 農地法第３条の一部改正」について、資料２にて、第３条の規定に基づく「

権利移動に係る都道府県知事の許可権限を、来年４月以降は全て農業委員会に移

譲することを説明 ）。

（ 耕作放棄地全体調査要領改正のポイント」について、資料１にて改正点を「

説明。主な改正内容は、①食料・農業・農村基本計画において定められた食糧自

給率５０％の目標年である平成３２年度まで本調査を実施する旨を明記。②「全

」 「 」 、体調査 と農地法第３０条第１項に定められた 農地の利用状況調査 について

市町村と農業委員会の連携による一体的な実施を図る。③全体調査と利用状況調

、 。査を一体的に実施するため 市町村と農業委員会との連携の手法を具体的に明記

④調査時期を「１月１日から１２月３１日まで」に統一する。⑤調査結果につい

て市町村と農業委員会で共有し、その活用を図る ）。

（ 平成２３年度全国農業新聞の普及推進」について、資料６にて普及状況と「

共に、農業委員会会長に対し「今年の１１月末までに１人１部の純増と、来年２

月末までに１人もう一部の純増」について各委員に呼びかけていただくこと等を

説明 ）。

説明は以上ですが、皆様方から意見等ないでしょうか。



行政改革で、議員や職員の削減が叫ばれており、農業委員も削るべきとの意見○ ○ 会 議 員

が出てます。しかしながら、選挙人を減らすのは苦しい。現場を知らない人が農

業委員になるのは困ります。

耕作放棄地について、どういった作物を作っていいのか分からず、なかなか解○ ○ 会 議 員

消に至らない状況です。

事務局 耕作放棄地の解消については、農林事務所や普及センター、ＪＡとも連携して

やっていくことが必要だと思います。

新聞の普及で、見本誌があればと思います。○ ○ 会 議 員

事務局 見本誌は、農業会議にもありますので、対応させていただきます。

新聞購読料について、農協の口座以外では対応できないのでしょうか。○ ○ 会 議 員

事務局 そのことについては、検討いたします。

他にご意見等ないでしょうか。

（意見･質問等なし）会 議 員 一 同

、 。事務局 意見等ないようでしたら これをもちまして常任会議員会議を終了いたします

１５時２０分


